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　��看護教育の変遷
　��学習指導要領の改訂と教育課程
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　昭和���（����）�年の教育課程の改訂と前後して、高校
教育の多様化が全国的に検討されるようになり、その
一環として特色ある学科の設置が多く試みられるよう
になった。
　一方、医療界においては、看護婦不足が日々深刻と
なるとともに、高校進学率の高まりにより、従来の准
看護婦養成制度が行き詰まり、この状況を打開する施
策の実現が強く求められていた。
　府教育委員会においては、このため、昭和���（����）
�年度に後期中等教育制度審議会（当時の呼称）に「特
色ある学科の設置について」の諮問を行った。当審議
会では、同年�月から�回の審議を行い、同年��月に
次のような中間答申を出した。
　衛生看護科の設置については、「社会の要請に応じ、
教養、技能ともに優れた看護婦の養成に資するために、
衛生看護科を設置することは、時宜に適した措置であ
ると認められる。その措置にあたっては、府衛生部と
緊密な連絡協調を図る必要がある。」と示された。府教
育委員会においては、この中間答申を受けて関係方面
と折衝し、衛生看護高校（仮称）の設立の計画を決め
た。昭和���（����）�年度当初予算に設立準備室費を計上
し、同�年�月に府立白菊高校設立準備室を発足させた。
その後、昭和���（����）�年�月に府立勝山高校の移転跡
の校舎を府立白菊高校と府立桃谷高校�（通信制の課程）、
府立大学工業短期大学部�（夜間の課程）の�校が併用す
る中で西日本唯一の衛生看護科単科の高校教育が開始
された。
　続いて、当時、衛生看護教育については、准看護婦
のみでなく、看護婦養成への継続教育の必要性が要請
されていたことから、昭和���（����）�年に高校看護科卒
業を資格とする�年制の看護専攻科が開設されること
となった。これに伴い、�校併用の一校地内にさらに
校舎を建設することは各方面に無理を生じるとの判断
から、昭和���（����）�年度に府立大学農学部跡地に移転
した。

　また、昭和���（����）�年��月に、府立白菊高校ＰＴＡ
会長から府教育委員会に対して、看護に関する大学設
置の陳情書が出されたり、保護者から看護専攻科の看
護短期大学への移行について強い要望などがあり、昭
和���（����）�年�月に府立看護短期大学が開校された。
当短期大学は、後に府立看護大学医療技術短期大学部
へと移行されたが、府立白菊高校の閉校に伴い、平成
���（����）�年度から生徒募集停止となった。
　なお、府立看護短期大学の発足に伴って、府立白菊
高校の看護専攻科は昭和���（����）�年度に�期生の卒業
をもって廃科となった。
　府立白菊高校の開設当初、衛生看護科において履修
させる看護に関する教科・科目については、昭和��
�（����）�年改訂の学習指導要領には記載がないため、�「高
等学校衛生看護科における専門教育の教科・科目参考
例」をもとにして、表���のような昭和���（����）�年度
の教育課程が編成された。
　昭和���（����）�年から実施の学習指導要領の中で、初
めて看護が教科として位置付けられ、その内容も整理
された。学科の目標として、①看護に関する知識と技
術を習得させ、看護を適切に行う能力と態度を養う。
②看護技術の科学的根拠を理解させ、その改善進歩を
図る能力と態度を養う。③看護の社会的意義を理解さ
せ、看護に従事する者としての望ましい心構えと国民
の健康の保持増進に寄与する態度を養うことが示され
た。科目については、図���のように「看護概説」
及び「看護基礎医学」を看護の基礎科目と定め、その
上に「成人看護」及び「母子看護」を位置付け、これ
らの科目による理論的学習を基礎として、その理論を
具体的に表現できる技術を習得する「看護実習」を並
行して履修させる�科目構成となっている。
　府立白菊高校においては、前述の目標を受けて、学
校の教育方針を衛生看護科については、①有為な社会
人としての人格識見を養う。②衛生看護などに関する
知識・技術を習得させ、勤労と責任を重んじ、高い知
性と豊かな情操を身に付けた看護従事者を養成する。
看護専攻科については、①衛生看護に関する専門的事
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項をより正確に教授し、その研究を指導する。②新時
代の女性にふさわしい高い教養と豊かな情操を身に付
けた優れた看護婦を育成することとされた。�

　このほか、�衛生看護科及び専攻科の科目編成は、�表
���のように定められた。
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　高校進学率の上昇等に伴い、高校における看護教育
を巡る諸情勢は著しく変化し、生徒の能力・適性等も
多様化した。また、近年の科学技術の急速な進展に対
応し、生涯学習の基礎ともいうべき、看護教育の在り方
が問われ、時代の要請に応ずる内容の検討が行われた。
　看護に関する教科・科目の改訂の要点は、次のとお
りである。
①　教科及び科目の目標については、できるだけ簡潔
に表現した。
②　科目の内容の再構成に伴い、�科目の名称を変更した。
③　座学と実習の関連を密にする観点から、改訂前の
�「看護実習」の内、現場実習以外の実習については関
係科目の内容に含めて再構成を図った。
④　実験・実習に充てる授業時数の確保という立場で
その割合を示した。
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　教科の目標については、改訂の基礎教育重視の観
点を明確にするため、看護に関する知識と技術の習
得について「基礎的・基本的な」、また、看護教育
における精神面の充実を図るため、「看護の本質を
理解させる」という文言が付け加えられた。

　なお、表���はその比較を示したものである。
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　昭和���（����）�年改訂の学習指導要領においては、
表���のように科目として「看護基礎医学」、「基
礎看護」、「成人看護」、「母子看護」、「看護臨床実習」
の�科目が示された。このうち、「基礎看護」は昭和
���（����）�年の学習指導要領の「看護概説」と「看護
実習」の内容を改め、看護の基礎と技術を習得させ
る科目として位置付けられた。したがって、「看護
実習」のうち校内実習に係わる基礎的・基本的なも
のは、それぞれ各科目で履修させ、これにより習得
した知識と技術を臨床の場実践させる科目として、
�「看護臨床実習」が新設された。これら�科目の関連
については、「看護基礎医学」及び「基礎看護」を
看護の基礎科目と定め、その上に「成人看護」及び
「母子看護」を位置付けるといういわゆる基礎から
専門への積み上げとなっている。
　また、これらの科目は、「看護臨床実習」と関連
付けて履修させるという構成になっている。
　なお、�科目の標準単位数については、�教育課程
の弾力化を図る観点から、�学習指導要領には示され
ず、設置者が定めることとなった。�
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　府立白菊高校は、「保健婦助産婦看護婦法」に基づ
く准看護婦養成学校として文部大臣の指定を受けて
いる。�このため、�教科・科目の履修に当たっては、�指定
の要件を満たさなければならないこととなっている。
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　昭和���（����）�年��月の教課審答申に基づき、�「看
護実習」の中の「基礎看護実習」、「成人看護実習」、
�「母子看護実習」については、「看護概説」、「成人
看護」、�「母子看護」の科目内実習として、座学と一
体的に指導することが既に実践されていたため、
学習指導要領の改訂への移行は順調に行われた。
　また、「看護の本質を理解させる」との文言に込
められた看護に従事する者としての大切な精神面
の充実を図ることについては、教材の研究及び工

夫をはじめ、生徒の体験学習などをとおして取り
組まれることとなった。
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　昭和���（����）�年の改訂と教科の目標は同じであり、
科目構成についても表���のように基本的に変わら
ないが、社会の情報化の進展に対応し、看護の分野で
コンピュ－タを活用する基礎的な能力を養うため「看
護情報処理」が新設されるとともに、高齢化の進展に
対応し、老人看護や福祉に関する内容の充実を図るた
め、「成人看護」の教育内容が充実された。
　また、「看護臨床実習」の目標に「問題解決の能力
を養う」の文言が加えられ、その趣旨が生かされる配
慮が求められた。
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　看護の本質を理解させるには、「看護の心」を育てる
ことが大切である。府立白菊高校の科目内実習におい
ては、①生徒が患者体験を積み重ねられるような実習
計画であること。②生徒の患者体験による感想文及び
意見を尊重する授業展開であること。③臨床場面に近
い場面設定であることに重点が置かれて実施されてきた。
　また、看護臨床実習の重点課題として、①社会生活
における基本的な態度・言葉使いを身に付けさせるた
めには、どのような指導内容が必要か。②現場で実際
に行動できるためには、校内ではどこまで実習させる
か。③現場実習の目標を明確化し、効果的にするため
には、臨床実習指導者との打ち合わせの時期及び内容
をどのようにすべきかがあげられている。
　このほか、平成元�（����）�年の学習指導要領の改訂に
より看護臨床実習の中に老人ホ－ム実習が含まれるよ
うになった。
　なお、表���は、看護臨床実習の受け入れ先を示し
たものである。
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　保健婦助産婦看護婦養成所指定規則では、看護教
科の中で医師による講義を受けなければならない指

導項目が定められている。しかし、医師は授業日を
週の内�～�回しかも午後のみという場合が多く、
その上、多いときには��余人の医師が必要であるた
め、その確保と各学年�学級で合計��学級の授業時
間の調整に大きな労力が掛けられてきた。
　さらに、平成���（����）�年度から、本府の経済に属
する医師の確保が困難となったため、堺市医師会の
協力を得て、医師の確保が図られたが、困難を窮め
�月当初までに確保できることは稀であった。
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　看護の専門教科では、看護婦有資格者で高校の
「保健」の教員免許状を有する者が「教諭」として
採用されていた。その後、昭和���（����）�年の教員免
許法の改正により、「看護」の教員免許が新設され、
大学の看護教員養成課程修了者又は文部省の資格認
定試験合格者に付与されることとなった。
　また、教員免許状を有しない看護婦は「助教諭」
として採用されていたが、�年の在職年数と規定の
��単位の修得により、高校「保健」の教員免許が取
得できるようになり、教諭に任用される道が開かれ
た。このため、府教育委員会は、昭和���（����）�～��
�（����）�年に大阪教育大学の指導のもと、��単位の認
定講習を開講した。その結果、当時の看護科教員の
ほぼ全員が「教諭」の資格を有するに至った。
　なお、伝染病院・精神病院・リハビリテ－ション
施設・老人ホ－ムの見学実習は別途に実施された。
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　昭和���（����）�年�月に文部省は、「高等学校の衛生
看護およびこれに準ずる学科における産業教育実験実
習施設・設備充実参考例」を示し、国庫補助を始めた。
　府立白菊高校においては、昭和���（����）�年度からこ
れに基づいて、施設・設備の充実が図られてきた。し

かし、医療技術の進歩に伴い、器械器具が次々と改良
され、現実にそぐわないものが多く見受けられるよう
になった。このため、施設・設備の最新化が強く求め
られるようになり、ベッド、モデル人形、赤ちゃん人
形、洗髪車、患者輸送車、コンピュ－タ等が重点的に
整備された。�

�
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施設名

大阪府立病院

大阪赤十字病院

大阪厚生年金病院

関西電力病院

大 手 前 病 院

長吉総合病院

大阪逓信病院

国立大阪病院

住 友 病 院

大阪労災病院

市 立 堺 病 院

新 千 里 病 院

大阪市立大学
付 属 病 院

済 生 会
富 田 林 病 院

松 下 病 院

大 阪 府 立
羽 曳 野 病 院

大阪船員保険病院
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��������������������平成元年度
施設名

府立特別養護老人ホーム富美ヶ丘荘

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 陵 東 館

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 年 輪

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 萬 寿 苑

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 寿 里 苑

特別養護老人ホーム長吉�（旧喜連）�

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 寿 光 園

藤 井 寺 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム

老人保健施設枚岡の里特別養護老人ホーム福寿苑

老人保健施設ライフケア・中津�中津特別養護老人ホーム喜久寿園

ひらかた聖徳園特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームグルメ杵屋社会貢献の家

豊中市立老人保健施設かがやき

富田林市ケアセンターけあぱる

医真会八尾介護老人保健施設あおぞら

老 人 保 健 施 設 松 柏 苑

頌徳会老人保健施設ソルビラージュ

堺市医師会介護老人保健施設いずみの郷

恒尚会介護老人保健施設クローバー悠園
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年度
施設名

��������������������平成元������

大阪府立病院

大阪赤十字病院

大阪厚生年金病院

関西電力病院

大 手 前 病 院

長吉総合病院

大阪逓信病院

国立大阪病院

住 友 病 院

大阪労災病院

市 立 堺 病 院

新 千 里 病 院

大阪市立大学
付 属 病 院

済 生 会
富 田 林 病 院

松 下 病 院

大 阪 府 立
羽 曳 野 病 院

大阪船員保険病院

小 松 病 院

大阪府立身体障害者
福祉センター病院

国立泉北病院

医 真 会
八尾総合病院

済生会泉尾病院

行岡医学研究会

八 尾 徳 洲 会
総 合 病 院

大阪府立母子保健
センター（母性）

聖バルナバ病院
（母　　　　性）

耳原総合病院
（母　　　　性）

近畿大学付属病院
（母　　　　性）

大阪警察病院
（母　　　　性）

浅 香 山 病 院

阪 本 病 院

小 阪 病 院

茨 木 病 院

大 阪 市 立
桃山伝染病院
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　府立白菊高校の創設時の昭和���（����）�年度における
衛生看護科の競争率は、�学級��名の生徒募集人員に
対し、志願者数は���人で、����倍という高倍率となっ
た。次年度から、生徒募集人員は�学級���名となっ
たが、平成���（����）�年の閉校まで定員を下回ることは
なかった。昭和���（����）�年度の看護専攻科の廃科に伴
い、昭和���（����）�年度から衛生看護科は�学級増とな
り、�学級���名の生徒募集人員となった。
　また、平成��（����）�年の入学者選抜制度の変更によ
り、専門学科第一次入学者選抜と一般入学者選抜の�

回の試験が行われ、専門学科第一次入学者選抜で��％、
残りの��％を一般入学者選抜で合格させる方式がとら
れたが、専門学科第一次の競争率は常に�倍を超えた。
　さらに、平成��（����）�年度から、専門学科第一次入
学者選抜ですべての生徒募集人員を合格させる方式と
なり、競争率は一層高くなった。
　なお、閉校に至る最後の生徒募集人員は、進学先等
のことを考慮して、�学級���名となった。
　表���は、開校から閉校に至るまでの生徒募集人員
の推移を示したものである。
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���������������

��������������

��
�
��
�
��
�
�

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

��������������

������������

������������

������������

������������

������������

�����������

�����������

���������������

���������������

�

�

�

�

��������������

��������������

��������������

��������������

�������������

�������������
����

�
�������������

������������
��

������������

�������������

�

�

�

�

�

�

�������������

�������������

�������������

�������������

��������������

�������������

��������������

��������������

����� �����

（注）平成�・平成�（����・����）年度の併用は、専門一次選抜と一般選抜の双方

の方式がとられたことを示す。
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　府立白菊高校においては、昭和���・���（����・����）
年度の文部省研究指定校として、研究題目「看護実習
における効果的な学習指導について」の研究活動が�
年間行われた。
　研究活動の内容は、①校内実習の目標・指導内容・
指導上の留意事項をまとめた「校内実習年間指導計画」
の作成　②校外実習（病院実習）の目標・指導内容・
実習項目（各科別）自己評価表などをまとめた「看護
実習必携」の作成　③研究授業として取り上げた看護

実習に関する実践活動についての研究協議の実施　④
実習項目の到達目標を�～�にしぼり、その目標に到
達するためにはどのような動作・技術が身に付いてい
なければならないかのチェックリストの作成であった。
　また、看護実習の際にチェックリストを生徒に持参
させ、自己評価及びグル－プ活動の討議資料として活
用させた。
　なお、この研究活動の最大の成果は、看護実習の到
達目標をより具体化し、明確にしたことと、生徒が
チェックリストを活用し、実習効果を高めたことで
あった。

�

��������	
�

　衛生看護科の教員は、昭和���（����）�年度から、学習
指導要領による教育課程の実施上の諸問題を研究協議
し、学習指導の改善に資することを目的とした府教育
委員会主催の教育課程研究集会に参加している。
　その際の全国の研究課題等は、次のとおりである。

��������	
�����

　「看護科の目標を達成させるためには、教育課程の
編成や各科目の指導計画の作成、学習指導の在り方な
どをどのように工夫すればよいか。」という全国共通課
題をもとに、本府では、「看護実習における生徒の主体
的な学習を促進させるためには、指導の在り方をどの
ように工夫すればよいか。」が発表され、「注射法」、「手
術室の看護」、「沐浴指導」などについて研究協議が行
われた。

��������	�
����

　「看護実習はどのような内容をどのように指導した
らよいか。」という全国共通課題をもとに、本府では①
「基礎看護実習と成人・母子看護実習との関連付けを
どのようにすればよいか。」②「『看護実習』の中の、
基礎看護の内容の重点の置き方をどのようにすればよ

いか」③「基礎看護における基本的事項の定着を図る
ためには、指導の在り方をどのように工夫すればよい
か。」について発表が行われた。

��������	
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　全国共通課題は前年度と同じであったが、本府では、
「成人看護実習において、基本的事項の定着を図るた
めには、指導方法をどのように工夫すればよいか。」に
ついて発表が行われた。

���������	
����

　全国共通課題は前年度と同じであったが、本府では、
「校内実習及び病院実習において成人看護をどのよう
に指導すればよいか。」について発表が行われた。

��������	
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　全国共通課題は前年度と同じであったが、本府では、
①「母子看護について、基本的事項の指導の徹底を図
るためには、どのように内容を精選し、指導方法を改
善すればよいか。」②「母子看護実習と看護に関する
他の科目との関連付けをどのようにすればよいか。」③
「校内実習及び病院実習において、母子看護をどのよ
うに指導すればよいか。」について発表が行われた。

�



���

��������	
�����

　全国共通課題と同じ「『基礎看護』の学習を効果的
に進めるためには指導計画及び指導方法などをどのよ
うに改善したらよいか。」について、本府においても発
表が行われた。
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　全国共通課題と同じ「学ぶ心を育成する看護教育－
新時代の養成に対応できる看護者を育成する指導法
－」について、本府においても発表が行われた。

��������	
	���

　全国共通課題と同じ「社会の進展に対応した看護教
育を考える。－情報化、高齢化、並びに医療技術の進
歩に対応した看護者を育てる指導法の研究－」につい
て、本府においても発表が行われた。
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　全国共通課題と同じ「新しい時代に対応した看護教
育を考える。－学ぶ心と実践力を育成する指導法の研
究－」について、本府においても発表が行われた。
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　全国共通課題と同じ「時代の要請に応える看護教育
を考える。－学ぶ心と看護の心を育成する指導方法の
研究－」について、本府においても発表が行われた。
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　全国共通課題と同じ「社会の期待に応える看護教育
を考える。－豊かな心を持ち、自ら学び社会の変化に

主体的に対応できる能力を育てる指導方法の研究－」
について、本府においても発表が行われた。
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　全国共通課題と同じ「��世紀を担う看護教育を考え
る－豊かな感性と自ら学び考え、判断できる力を育て
る指導法－」�について、�本府においても発表が行われた。
　府立柴島高校及び府立松原高校に配属された看護教
員が参加した。
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　全国共通課題と同じ「ゆとりの中で、生きる力を育
む看護教育を考える。－生徒の実態と制度改革を踏ま
えて－」について、本府においても発表が行われた。
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　全国共通課題と同じ「��世紀を担う看護職者に求め
られるもの－看護する心を育てる指導法－」について、
本府においても発表が行われた。

��������	
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　全国共通課題は「新世紀、新制度、新教育課程に対
応した特色ある看護教育の在り方－豊かな感性、看護
の心を育む看護教育を求めて－」であった。
　本府においては、府立白菊高校を中心とした最後の
教育課程研究集会となったため、「平成��������年�
月��日付け高等学校学習指導要領『看護』の規定の一
部改正」、「指導計画の作成に当っての配慮事項」、「教
科基礎看護の評価の観点と評価規準について」の研究
協議が行われた。
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　昭和���（����）�年に府立白菊高校において、初めて近
畿高等学校看護教育研究協議会が開催された。しかし、
その後、諸般の事情により一時中断されていた活動が、
昭和���（����）�年�月の全国看護高等学校長協会近畿支
部の規約の整備に伴い、再開された。昭和���（����）�年
�月に学習指導要領の改訂に当たり、改めて、第�回

目の会合が府立白菊高校で開催された。参加校は、大
阪府（府立白菊）、滋賀県（県立八幡）、奈良県（県立
北和女子・奈良文化女子短期大学付属）、兵庫県（県
立新宮・県立日高）、和歌山県（県立南紀）、京都府�（聖
家族：現京都聖カタリナ女子・日星）�の�校であった。
　なお、表���は近畿高等学校看護教育研究協議会の
活動内容を示したものである。
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　職業教育のいずれの分野にも共通することであるが、
教員の現場研修は欠かすことのできない大切なもので
ある。本府では、文部省の産業教育内地留学生として
衛生看護科の教員を毎年�人程度病院へ派遣し、その
研修成果を教育現場に生かす努力が行われてきた。昭
和���（����）�年度から大学・短期大学へも派遣し、資質
の向上と指導内容の充実が図られてきた。現在までに
衛生看護科教員��人が病院や大学・短期大学へ産業教
育内地留学生として派遣されている。
　また、文部省・厚生省・日本看護協会が、衛生看護
科教員及び臨床指導者に対して実施している長期及び
短期講習会に毎年積極的に参加し、医療界の進歩発展

に対応できるよう研鑽を積んでおり、府教育委員会か
ら派遣された長期講習会参加者は�人となっている。
　さらに、衛生看護科教員全体の実技の向上を図るた
め、府教育委員会主催で毎年�回開催されている実技
研修会にも参加している。昭和���（����）�年には、日本
赤十字社の救急法についての講習に参加し、参加者全
員が救護者の資格を取得した。
　このほか、平成元�（����）�年改訂の学習指導要領によ
り導入された科目「看護情報処理」に対応するため、
府教育センタ－で開催されているコンピュ－タ関係の
研修会に毎年参加し、必要な技術の習得が行われた。
毎年夏には、コンピュ－タの指導者を招聘し、校内研
修も行われた。
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　府立白菊高校は、前述のように昭和��・���（����・
����）年度に文部省の研究指定校となった。看護実習
の到達目標をより具体化し、明確にするために活用さ
れた「チェックリスト」は、その際の研究成果の一つ
である。平成��（����）�年度には、「コンピュ－タ使用
の看護教育」の研究活動が行われた。
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　衛生看護科の教員は、各種研究集会・研究協議会等
にも積極的に参加し、資質の向上に努めた。

　その主なものとして、近畿高等学校看護教育研究協
議会、全国看護高等学校研究協議大会、日本看護学校
協議会主催の教育研究会がある。
　なお、平成���（����）年度及び平成���（����）�に�文部科
学省主催の新産業技術等指導者養成講習が、府立白菊
高校で開催された。

��������

　府立白菊高校においては、教員のグル－プ及び個人
による研究が熱心に行われた。府教育委員会主催等の
論文の募集にも積極的に応募し、多くの者が優秀論文
として入選した。�
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　准看護婦制度の見直し問題は、昭和���（����）�年に当
時の府立白菊高校の和田昇校長が全国看護高等学校長
協会の理事長をつとめ、厚生省健康政策局主催の看護
制度検討委員会の委員として出席したときから始った。
　その後、平成��（����）�年��月の厚生省の「准看護婦
問題調査検討委員会」報告に「現行の准看護婦養成課
程の内容を、看護婦養成課程の内容に達するまでに改
善し、��世紀初頭の早い段階を目途に、看護婦養成制
度の統合に努めること。」と記された。
　このため、平成���（����）年度及び平成���（����）�年度
に府教育委員会に「白菊高等学校の在り方検討委員会」
が設置され、看護制度等について検討が行われた。
　平成���（����）�年��月には、保健婦助産婦看護婦学校
養成所指定規則の一部省令改正の公布が行われたが、
その内容の主なものは、次のとおりである。
①准看護婦学校養成所として平成���（����）�年�月か
ら専門科目の�年間の履修時間を現行の�����時間
から�����時間の履修とする。
②平成���（����）�年度入学者の知事試験である准看護
婦資格試験は、現行カリキュラムで受験可とする。
　これを受けて、府教育委員会において検討が重ねら
れ、①衛生看護科のままで准看護婦養成施設として存
続した場合、准看護婦の資格に必要な授業時間数が、
現行の�����時間から�����時間へと���時間の大幅増
となる。②平成��（����）年度から学校週五日制が完
全実施されることから、この増加分は�か月分の授業
日数増に当たり、現状の衛生看護科のままで対応する
ことは、生徒に大きな負担を与えることになる。④府
立白菊高校の生徒は、准看護婦にとどまらず、看護婦
資格を得るために、卒業後ほとんどの生徒が上級学校
への進学をめざしているが、進学に必要な国語や数学、
英語等の普通科目の履修の割合がさらに少なくなり、

上級学校への進学がますます困難な状況となるなどの
問題等が出された。このため、看護の高等専門学校化
などあらゆる可能性について検討が行われた。その結
果、①�年間一貫教育を実施しても、卒業の認定は高
校卒業資格のため、進学や就職に不利になる。②府立
高校全体では看護婦をめざす者が年間約�����人であ
り、府立白菊高校卒業者は���人で、全体の�％を占め
ているに過ぎないことなどを慎重に検討しながら、同
窓会、ＰＴＡ、現・旧教職員等へも十分情報を提供す
ることなどをとおして、結局生徒募集停止という案を
考えるに至った。
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　前述のような検討の結果を踏まえ、府教育委員会に
おいて、「平成���（����）�年度から施行される制度改正
に伴い、府立白菊高校を准看護婦養成施設として存続
させることは困難であり、同年度から生徒募集停止と
する」と決定された。
　また、同時に看護系の系列を持つ総合学科を府立堺
東高校に設け、平成���（����）�年度に生徒募集を開始す
るほか、看護系の上級学校への進学に対応した教育課
程を実施することを、中学校に積極的に提供すること
となった。
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　平成���（����）�年�月に府教育委員会、病院、同窓会、
旧教職員など多数の関係者の列席のもと、府立白菊高
校の閉校式典が挙行された。
　昭和���（����）�年の開校以来、衛生看護科�����人、看
護専攻科���人、計�����人の卒業者を看護界に送り出
した。卒業生は当校で培われた「看護の心」を忘れる
ことなく、今もなお、日本のみならず、アメリカやカ
ナダ、オ－ストラリアなど海外の看護界や福祉の世界
で活躍している。
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